
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我孫子市の 

ゆるいマスコットキャラクター 
うなきちさん！です。 

                                                                 

                     

我孫子市 都市部 建築住宅課 

令和 5 年度 

我孫子市住宅リフォーム補助金 

補助金申請の手引き（令和 5年度版）  

 市に登録された市内事業者などで 

居住する個人住宅（所有権登記済） 

のリフォーム工事を行い定住する方 

に工事費用の一部を補助します。 

まずは手引きをご覧ください。 

 
＊「若い世代の住宅取得に関する補助金制度」 

も併せて活用できますのでご相談下さい。 

 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A2RAygu2NtxURF8AO4WDTwx.;_ylu=X3oDMTFvanI2cXZuBHBhdHQDcmljaARwb3MDMgRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15cueuoft/EXP=1423818870/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8D%E3%81%A1%E3%81%95%E3%82%93


 

 

 ○受付期間   

 

 受付期間 令和５年４月３日(月) ～ 令和６年１月３１日(水) 

（※受付は予算の範囲内のみ。） 

 提出の前に確認して下さい！ 

工事が完了したのち、実績報告が必要です。提出期限は間に合いますか？ 

「工事完了日から３０日以内」または「令和６年２月末日」のいずれか早い日 

 

 ○受付窓口   

 

 市庁舎 東別館１Ｆ 建築住宅課 住宅政策係  

（受付時間）月～金曜日（祝祭日を除く）8：30 ～ 12：15 

                     13：00 ～ 17：00 

 

 ○補助金のご利用にあたり（次のことをご確認下さい）   

 

① 補助対象者に該当していますか。（要件を確認！）  ・・・Ｐ１ 2.補助対象者 

② 施工業者の選び方                 ・・・Ｐ２ 3.工事業者 

③ 補助の対象になるリフォーム工事          ・・・Ｐ３ 4.補助対象工事 

④ 補助金額の出し方                 ・・・Ｐ５ 5.補助金の額 

⑤ 手続きの流れ（申請前の契約・着手は無効！）    ・・・Ｐ８～９（図解） 

⑥ 手続きに必要な書類：申請・変更・実績報告     ・・・Ｐ６～７ 
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１．補助金趣旨                                   

 住宅関連産業を中心とした市内産業の活性化及び我孫子市への定住促進を図ります。 

２．補助対象者                                   

 リフォーム工事を発注する市民または工事完了後に我孫子市内に転入する方(注１)。 

次の要件も満たす必要があります。 

① リフォーム工事を行う個人住宅を現在所有していること。（所有権登記されたもの） 

② リフォーム工事を行った後も定住（補助金の交付を受けた日から起算して 10 年を

超える期間）する意思を有していること。 

③ 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。  

④ リフォーム工事について、※我孫子市で実施している他の制度による補助金等を受

けていないこと。 

注１【転入】居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に他の市町村等から

本市に転入する方。（ただし、申請時において、市内の中古住宅に転入した日から 3 月以内である場合で、市

長が必要があると認めたときは、「転入」の対象となります。） 

（必ず、事前に窓口で相談して下さい。） 

 

※ 我孫子市ではリフォームに関連した補助金として他に、 

① 木造住宅耐震改修等助成金（都市部 建築住宅課） 
② 高齢者住宅改造費助成（健康福祉部 高齢者支援課） 令和 5 年 4 月 1 日付け廃止 
③ 介護保険制度 住宅改修費助成（健康福祉部 高齢者支援課） 
④ 障害者等在宅生活支援 住宅改造費助成（健康福祉部 障害者支援課） 
⑤ 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（環境経済部 手賀沼課） 

などがあります。 

他の補助制度（①～⑤）を活用される方は、リフォーム補助金と併用できませんのでご注意ください。ただし、

リフォーム補助金の対象部分と重複していなければ、それぞれ補助申請を行うことは可能です。 

 

（下図 例１～３参照） 

（例１）分割して、それぞれ補助申請を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）リフォーム補助金としてまとめて申請を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

木造住宅耐震改修等助成

金として申請 

住宅リフォーム補助金と

して申請 

耐震改修分 

30万円 

 

他のリフォーム分 

70万円 

工事費総額 

100万円 

住宅リフォーム補助金と

して申請 

工事費総額 

100万円 

耐震改修分 

30万円 

 

他のリフォーム分 

70万円 
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（例３）同じ内容の工事を複数に申請する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．施工事業者                                   

  住宅リフォーム補助金の対象工事は、施工事業者登録を受けた事業者の行う工事に限ら

れます。 

（ただし、転入を目的として市内の中古住宅に行うリフォーム工事については、建設業法第

3 条第 1 項に規定する許可を受けている事業者（準施工事業者）は、行うことができま

す。） 

 

＊施工事業者登録を受けた事業者：「登録施工事業者リスト」をご確認ください。 

 

 

施工事業者登録を受けられる事業者は次のとおりです。 

法人市民税または市民税を滞納していない者で、次のいずれかに該当する事業者。 

① 法人事業者の方 

市内に本店があり、建設業法第 3 条第 1 項で規定されている都道府県知事等

の許可を受けている方。 

② 個人事業者の方 

市内に住所及び事業所があり、建設業法第 7 条第 2 号※イまたはロに規定す

る経歴を有している方。 

 

※イ…高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、工事について５年以上の実

務経験がある方。または、大学もしくは高等専門学校在学中に所定の

学科を修め、卒業後、工事について３年以上の実務経験がある方。 

※ロ…10 年以上の実務経験がある方。 

 

木造住宅耐震改修等助成

金として申請 

住宅リフォーム補助金と

して申請 

両
方
に
総
額
で
申
請
は
不
可 

工事費総額 

100万円 

耐震改修分 

30万円 

 

他のリフォーム分 

70万円 
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４．補助対象工事                                  

 

対象となる工事は以下のとおりです。 

① 住宅の内外装のリフォームに関する工事。 

・敷地内の給水・排水・ガスの配管工事含む 

② 道路境界沿いのブロック塀、石塀等の除却及び撤去後のフェンス、生垣等の設置。   

   （設置の適用基準は、4ページに記載。） 

③ 住宅の増築、改築又は間取りの変更に関する工事。 

 

 

補助対象とならない工事 

・母屋（居宅）と同じ敷地内の別棟で居室でないもの（例：車庫、物置等）の工事。 

・上記②以外の外構工事全般。 

 ・屋内で使う住関連用品の設置 

（家庭用電化製品）家庭で使うテレビ、ラジオ、ステレオ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等の電気 

器具。 

  （家具）イス、机、タンス等 

  （その他）敷物、カーテン類 

 

 

※上記以外の工事は、事前に建築住宅課までご相談ください。 
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ブロック塀、石塀等の除却及び撤去後のフェンス、生垣等の設置適用基準 

※この内容で補助金を申請される方は、事前に建築住宅課にご相談ください。 

対象となるもの 

 専用住宅に付属するもので、次の１から３のいずれかに該当するもの。ただし２の適用をする場合は

１を要件とする。 

１．道路境界沿い※１の高さ※２５０ｃｍを超える既存ブロック塀、石塀、門柱（塀の基礎及び土留めを

含む）を撤去するもの。 

２．造り替えをする場合は、次の（ア）から（エ）全てに該当するもの 

（ア）．道路境界沿いに設置すること。 

（イ）．設置後は次の①から④のいずれかに該当すること。（併用は可能） 

①生垣（樹種および植樹については、適正に管理できるものを選ぶこと。） 

②フェンス、木柵等（例：図１） 

③高さ 1.2ｍ以下のブロック塀、石塀（例：図２） 

④土留め（高さ 2.0ｍを超える場合は建築基準法による確認申請の手続きが必要です。） 

（ブロック塀等の基礎は土留めを兼用しないように設置すること）（例：図３） 

（ウ）．土留め、ブロック塀、石塀、フェンス、木柵、生垣等は①から③の道路境界線を越境しない

位置に設置すること。 

          ①建築基準法第 42 条第 2 項による道路に面している場合は、道路の境界線とみなす線ま

で後退した位置 

          ②建築基準法第 43条ただし書き適用による協定等で定めた道の境界よりも後退した位置 

          ③その他、各種法令に適合する位置 

（エ）．土留め、ブロック塀、石塀は構造上安全であること。 

（仕様等も基準※３に適合していること。） 

３．既存の土留め、ブロック塀、石塀を基準※３に適合するように補強等を行うもの。 

＜ ※の解説＞※１ 原則、現況の道路境界線より１ｍ以内の範囲をいう。 

※２ 原則、道路面からの高さをいう。 

※３ 基準については、建築住宅課にご相談をください。 

 

（例：図１）           （例：図２）             （例：図３） 
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５．補助金の額                                      

 

補助対象住宅の 

リフォームの区分 

補助金の額等

の交付要件  

補助対象  

経費  

補助金の額※4 

補 助 率 上限額 
・子育て世帯※5 

・単身者世帯※6 

の上限額 

・市内の個人住宅

のリフォーム 

（現在居住） 

 

・市内の中古住宅

のリフォーム 

（持家の市内居住者

の転居） 

新たに二世帯住宅と 

なる場合 

税込み２０万円以上の 

リフォーム工事 

10% ２０万 ３０万 

上記に該当しない

場合 
5% １０万 ２０万  

市内の中古住宅の

リフォーム 

（持家以外(借家等)

の市内居住者の転

居）※1 

（市外からの転入） 

※2 

①新たに二世帯住

宅となる場合  
20% ４０万 ５０万  

➁東側地区内※3

に所在する場合 

③転入で東側地区以外 

に所在する場合 
10% ３０万 ４０万  

①～③のいずれに

も該当しない場合 
５% １０万 ２０万  

＊個人住宅・中古住宅（戸建て住宅若しくは分譲マンション）は、所有権登記されたものが補助対象です。 

（要綱の抜粋） 個人住宅：自己の居住の用に供する住宅をいう。中古住宅：過去に居住の用に供した住宅をいう。 

【※１ 転居】 市内の持家以外の住宅に居住している方で、居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォ

ーム工事完了後に転居する方。（ただし、申請時において、転居した日から３月以内である場合で、市長が

必要があると認めたときは、転居とみなすものとする。） 

【※２ 転入】 居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に他の市町村等から本市に転

入する方。（ただし、申請時において、市内の中古住宅に転入した日から３月以内である場合で、市長が必

要があると認めたときは、「転入」の対象となります。） 

【※３ 東側地区の区域内】 

（大字名）都部、都部新田、湖北台１丁目～１０丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野１

丁目～４丁目、南新木１丁目～４丁目、布佐酉町、布佐１丁目、布佐、 

布佐平和台１丁目～７丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田 

【※4 補助金の額】算出した額に 1000 円未満の端数があるときは、切り捨て。 

【※5 子育て世帯】申請時に以下のア、イ、ウの要件のいずれかを満たした世帯をいいます。 

ア．15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子どもがいる世帯。 

イ．夫婦がともに49歳以下の世帯 

ウ．親の年齢が49歳以下であって、20歳未満の子がいるひとり親家庭の世帯。 

【※6 単身者世帯】申請時４９歳以下の単身者世帯。 

 

＊補助金の交付額の計算（例） 
例１）市内在住者の住宅リフォーム（上限額１０万円） 

工事対象経費２０万円×補助率５％＝１万円…上限額１０万円以内ですので１万円が交付額となります。 

例２）市内在住者の住宅リフォーム（上限額１０万円） 

工事対象経費２００万円×補助率５％＝１０万円…上限額１０万円以内ですので１０万円が交付額となります。 

例３）市内在住者の住宅リフォーム（上限額１０万円） 

工事対象経費３００万円×補助率５％＝１５万円…上限額１０万円を超えています。 

→上限額を超えた場合、交付額は１０万円となります。 

例４）市内在住者（子育て世帯）の住宅リフォーム（上限額＝１０万円(通常)＋１０万円(子育て割増し）＝２０万円） 

工事対象経費３００万円×補助率５％＝１５万円…上限額２０万円以内ですので１５万円が交付額となります。 
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６．補助金の申請                                  

※代理人による申請は、委任する方の記名・押印のある委任状が必要です。 

 

 

 

 

申 請 者 リフォーム工事を発注する市民または転入者 

申請時期 施工事業者とのリフォーム工事に係る契約締結前 

申 請 先 我孫子市都市部建築住宅課 （庁舎 東別館１階） 

提出書類 【共通】 

➀我孫子市住宅リフォーム補助金交付申請書 

②誓約書 

③住民票の写し（転入者の場合は、申請時に居住している市町村等が発行したもの。子

育て世帯を対象とする場合は、世帯全員の住民票の写しとする。） 

     ※同意書に記名押印の場合は省略可（転入者を除く） 

④市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書 

      （転入者の場合は、申請時に居住している市町村等が発行したもの） 

     ※同意書に記名押印の場合は省略可（転入者を除く） 

⑤リフォーム工事を行う個人住宅に係る建物の登記事項証明書（全部事項証明）の写し 

⑥リフォーム工事に係る見積書の写し 

⑦リフォーム工事の内容を明らかにする図面又は施工前を明らかにする写真 

⑧その他市長が必要があると認める書類 

【10㎡を超える増築または改築の場合】 

⑨建築基準法第 6条第 1項または第 6条の 2第 1項に規定する確認済証の写し 

  ※同意書に記名押印の場合は省略可 

【市内の持家以外の住宅に居住している方で、居住を目的に市内の中古住宅を購入し、リ

フォーム工事完了後に転居する場合】 

➉申請時に居住している住宅が持家でないことを証明する書類（賃貸借契約書等） 

【転入した場合で、リフォーム工事施工事業者が登録施工事業者以外で建設業法第３条

第１項の規定による許可を受けた事業者（準施工事業者）の場合】 

⑪リフォーム工事施工事業者の建設業の許可登録証明書又は建設業許可書の写し 

【リフォーム工事を行う個人住宅の所在地が、市街化調整区域内にある場合】 

⑫次のいずれかの書類 

  ※いずれの場合も、同意書に記名押印の場合は省略可 

  ア都市計画法第 29条の規定による開発行為許可通知書の写し 

  イ都市計画法第 43条第 1項の規定による許可通知書の写し 

  ウ都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の都市計画法第

43条第 1項第 6号の規定による既存宅地確認通知書の写し 

  エ都市計画法施行規則第 60 条に規定する開発行為または建築に関する証明書の写

し 

そ の 他 交付申請は、1人（１世帯）につき 1回に限る 

施工事業者の方へ 
「２．補助対象者」（1 ページ）のとおり、場合によっては工事の内容に応じ見積書の複数

作成または工事内訳を詳細に記載していただく必要があります。 

施主様から、その旨の要望があることも考えられますので、よろしくご対応ください。 
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７．申請内容に変更があるときは                           

 申請者は、交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止があるときは、速やかに我孫子市

住宅リフォーム補助事業（変更・中止）届出書により届け出てください。 

※工事の内容を変更する場合は、着手前にお問い合わせ下さい。 

見積書（変更）など変更内容がわかる書類をご用意下さい。 

 

８．実績報告                                    

 工事完了後、次のとおり報告。 

提 出 者 交付決定を受けた市民または転入者 

提出期限 工事完了日から 30日以内または交付決定年度の２月末日のいずれか早い方 

提 出 先 我孫子市都市部建築住宅課 （庁舎 東別館１階） 

提出書類 【共通】 

①我孫子市住宅リフォーム補助金実績報告書 

②リフォーム工事に係る契約書の写し 

③リフォーム工事に係る領収書の写し 

④リフォーム工事の施工前及び施工後を明らかにする写真 

 （※施工前の写真にあっては、申請時に提出していない場合に限る） 

⑤その他市長が必要があると認める書類 

【転居もしくは転入した場合、または工事完了後に新たに二世帯住宅になった場合】 

⑥転居または転入後の世帯全員の住民票の写し 

 ※同意書に記名押印の場合は省略可 

 

 

 

 

 

 

 

９．補助金の請求                                  

 

提 出 者 交付額の確定を受けた市民または転入者 

提 出 先 我孫子市都市部建築住宅課 （庁舎 東別館１階） 

提出書類 ①我孫子市住宅リフォーム補助金交付請求書 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工事業者の方へ 

 提出書類⑤現場写真を必ずご用意ください。施主様から、提出要望があることが考

えられますので、よろしくご対応下さい。 
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我孫子市住宅リフォーム補助金の手続きフロー 

施工事業者 施主 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リフォームの相談 

補助金申請書の提出 

交付決定後、リフォーム工事の契約締結 

補助金交付決定通知書によ

り通知 

補助金の額を確定し、補助金

交付確定通知書により通知 

手続きすべて完了 

工事見積もり 

 

 

 
審査（審査期間：概ね２週間） 

完成 

工事 

工事の支払い、領収書の受理、引き渡し 

工事完了日から 30日以内ま

たは交付決定年度の 2月末

日のいずれか早い方までに、

補助金実績報告書の提出 

審査（審査期間：概ね２週間） 

補助金交付請求書の提出 

補助金交付 

施工事業者登録申請 

審査 

施工事業者登録決定通知書

による通知 

注：転入を目的とする中古住宅の

リフォーム工事は、建設業法第 3

条第 1 項許可が同工事を行える業

種で受けている事業者（準施工事

業者）でも可。 
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    間違いやすい例 

 

１：市外の施工事業者にリフォーム工事をお願いした場合は補助してもらえますか。    

 補助することが出来ません。 

 施工事業者登録を行った市内事業者の工事のみ対象となります。 

＊ただし、転入を目的として市内の中古住宅に行うリフォーム工事は、登録事業者又は建

設業法第 3 条第 1 項に規定する許可を補助対象工事が行える業種で受けている事業者

（準施工事業者）とすることができます。 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                     ＊転入の場合はよい場合があります。 

 

 

 

２：補助金の申請前に施工事業者と契約をした場合は補助してもらえますか。       

 補助することが出来ません。 

 工事内容が補助対象にならないことも考えられます。必ず交付申請→交付決定通知と

いう手続きを経た後に、工事の契約を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【市内】登録施工事業者 

【市内】未登録施工事業者 

【市外】施工事業者 

施 主 発注 

工事契約 補助金申請 交付決定 

工事契約 補助金申請 
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 ○手続きの際は、綴っております書類をご利用ください。               

 

【提出書類（様式一式）】 

【補助金の手続きに必要な書類】 

様式第１号   我孫子市住宅リフォーム補助金交付申請書 

様式第１号の２ 誓約書 

様式第３号   我孫子市住宅リフォーム補助事業（変更・中止）届出書 

 委任状 

＊提出書類は直接受付窓口へ、ご提出くださいますようお願いいたします。 

 （郵送での提出はご遠慮いただきますようお願いいたします。） 

 

受付窓口 

市庁舎 東別館１Ｆ 建築住宅課 住宅政策係  

（受付時間）月～金曜日（祝祭日を除く）8：30 ～ 12：15 

                       13：00 ～ 17：00 

  



 

様式第１号（第５条関係） 

（表） 

我孫子市住宅リフォーム補助金交付申請書 

 

   令和  年  月  日 

我孫子市長 あて 

 

住  所 

申請者 氏  名       ㊞ 

電話番号 

 

我孫子市住宅リフォーム補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

交 付 申 請 額                 円（千円単位未満切捨て） 

交 付 申 請 額 
の 算 出 基 礎 

工事見積額（消費税込み）：           円（Ａ） 

１ 現在居住している個人住宅に行うリフォーム工事又は市内の持家
に居住している者が転居を目的として市内の中古住宅に行うリフォ
ーム工事 

（１）工事完了後に新たに二世帯住宅となる場合 
(A)の 10％以内の額
(限度額 20万円) 

（２）上記（１）に該当しない場合 
(A)の 5％以内の額
(限度額 10万円) 

２ 市内の持家以外の住宅に居住している者が転居を目的として市内
の中古住宅に行うリフォーム工事又は転入を目的として市内の中古
住宅に行うリフォーム工事 

（１）工事完了後に新たに二世帯住宅となる場合 
(A)の 20％以内の額
(限度額 40万円) （２）リフォーム工事を行う中古住宅が、東側地

区の区域内に所在する場合 
（３）転入を目的としてリフォーム工事を行う中

古住宅が、東側地区の区域外に所在する場合 
(A)の 10％以内の額
(限度額 30万円) 

（４）上記（１）から（３）までのいずれにも該
当しない場合 

(A)の 5％以内の額
(限度額 10万円) 

３ 子育て世帯又は単身者世帯の場合 

上記それぞれの限
度額に 10 万円を加
算した額を限度と
する 

リフォーム工事を行
う個人住宅の所在地 

我孫子市 

市街化区域・市街化調整区域（該当する区域を〇で囲んでください。） 

着 工 予 定 年 月 日  令和   年   月   日 

完 了 予 定 年 月 日  令和   年   月   日 

施 工 事 業 者 名  

リフォーム工事の
概 要 

(具体的に記入) 

 



 

（裏） 

（添付書類） 

１ 住民票の写し（転入者の場合は、申請時に居住している市町村等が発行したもの。子育て世帯

の場合は、世帯全員の住民票の写し） 

２ 市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書（転入者の場合は、申請時に居住してい

る市町村等が発行したもの） 

３ リフォーム工事を行う個人住宅に係る家屋の登記事項証明書の写し 

４ リフォーム工事に係る見積書の写し 

５ 建設業の許可証明書又は許可通知書の写し（準施工事業者がリフォーム工事を行う場合に限

る。） 

６ リフォーム工事の内容を明らかにする図面又は施工前を明らかにする写真 

７ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６条の２第１項に規定する確認

済証の写し（１０㎡を超える増築又は改築の場合に限る。） 

８ 申請時に居住している住宅が持家でないことを証明する書類（転居者に限る。） 

９ 次に掲げるいずれかの書類（リフォーム工事を行う個人住宅の所在地が、市街化調整区域内に

所在する場合に限る。） 

ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定による開発行為許可通知書の写し 

イ 都市計画法第４３条第１項の規定による許可通知書の写し 

ウ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成１２年法律第７３号）による改正前

の都市計画法第４３条第１項第６号の規定による既存宅地確認通知書の写し 

エ 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第６０条に規定する開発行為又は建築

に関する証明書の写し 

10 その他市長が必要があると認める書類 

 

同 意 書 

私は、我孫子市住宅リフォーム補助金の交付決定に必要な次に掲げる書類の内容について、市

が保有する公簿等により市の職員が確認することに同意します。 

１ 住民票 

２ 市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書 

３ 建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項に規定する確認済証 

４ 都市計画法第２９条の規定による開発行為許可通知書 

５ 都市計画法第４３条第１項の規定による許可通知書 

６ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成１２年法律第７３号）による改正

前の都市計画法第４３条第１項第６号の規定による既存宅地確認通知書 

７ 都市計画法施行規則第６０条に規定する開発行為又は建築に関する証明書 

 

我孫子市長 あて 

氏名            ㊞ 

 



 

様式第１号の２（第５条関係） 

誓 約 書 

 

令和   年   月   日 

 

我孫子市長 あて 

 

 

  住所 

                    申請者  氏名           ㊞ 

                         電話 

 

 

私は、我孫子市住宅リフォーム補助金の交付申請に当たり、我孫子市住宅リフォーム補助

金交付要綱第３条第２号の要件に該当する者として、補助金の交付を受けた場合は、定住す

ることを誓約します。 

また、次のいずれかに該当し、同要綱第１２条第１項の規定により補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消され、同条第２項の規定により補助金の返還を命じられたときは、既に

交付を受けた補助金を返還します。 

１ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

２ 交付決定の日の属する年度の２月末日までに、実績報告を行わなかったとき。 

３ 補助金の交付を受けた日から起算して１０年以内に転居し、若しくは転出し、又は補

助金の交付の対象となった個人住宅の所有権を移転したとき。 

４ その他市長が補助することが不適当と認めたとき。   

 

 

 

注 定住とは、補助金の交付を受けた日から起算して１０年を超える期間継続してリフォ

ーム工事を行った個人住宅に居住し、かつ、その住宅の所在地に相当する住所に居住する

者として本市の住民基本台帳に記録されていることをいいます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（第７条関係） 

 

我孫子市住宅リフォーム補助事業（変更・中止）届出書 

 

  令和  年  月  日 

我孫子市長 あて 

 

住  所 

届出者 氏  名      ㊞ 

電話番号 

 

 令和  年  月  日付け我孫子市指令（  ）第  号  で決定のあった我孫子市住宅リ

フォーム補助事業について、（ 変更 ・ 中止 ）したいので、次のとおり届け出ます。 

 

リ フ ォ ー ム 工 事 を 行 う 

個 人 住 宅 の 所 在 地 
我孫子市 

１ 変更の場合 

 変更前 変更後 

リ フ ォ ー ム 

工 事 の 内 容 

  

リ フ ォ ー ム 工 事 の 

完 了 予 定 年 月 日 
令和  年  月  日 令和  年  月  日 

（変更の理由） 

２ 中止の場合 

中 止 年 月 日 令和   年   月   日 

（中止の理由） 

 

（添付書類） 

１ 変更・中止事項に係る書類 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

委 任 状 

 

我孫子市長 あて 

委任日 令和  年  月  日 

 

 

委任者（依頼する方） 

 

現住所 

 

氏 名                  ○印  

(名称) 

 

電話番号 

 

 

私（委任者）は、下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 

委任する権限の届出 

・ 我孫子市住宅リフォーム補助金交付申請 

・ 我孫子市住宅リフォーム補助事業（変更・中止）届出 

・ 我孫子市住宅リフォーム補助金実績報告 

・ 我孫子市住宅リフォーム補助金交付請求 

 

 

代理人（依頼された方） 

 

現住所 

 

氏 名                  ○印  

(名称) 

 

電話番号 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

我孫子市住宅リフォーム補助金に関するお問い合わせ先 

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子１８５８番地 

担 当 : 我孫子市 都市部 建築住宅課 住宅政策係 

電 話 : 04-7185-1111（内線 601） 

F A X : 04-7185-4329 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ : http://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/sumai/josei/reform.html 
 


